
39都市とガバナンス 30

フランスの都市交通政策にみる主体間連携の制度的支援

　フランスでは1980年代以降の地方分権化に伴い交通政策も地方政府が責任をもつようになって

いる。そのための制度として、VTや AOTU、各種の契約形態などが整備されてきており、各地域

がそれらを活用して政策を策定・実施するようになっている。都市交通政策を担うAOTUの独立性

は年々高まっており、課税権のある広域連合の形態をとる地域が年々増加している。またAOTUと

交通事業者の間の契約では拠出額を一定として事業者に効率化インセンティブが働くようにするタ

イプの採用数が増加している。こうしたことの結果として、フランスの都市交通のサービス水準は

高く投資も積極的になされており、社会政策とみなされるような設定の路線も新規に開業できる状

況にある。こうしたフランスの政策と制度的支援の状況からは、わが国も公共交通を営利事業と考

える従来の考え方を改める必要があるのではないかと考えられる。

１．フランスの交通政策の概要
1.1　交通政策に関わる制度と地方分権の
　経緯
　フランスの交通事業は、日本と異なり運賃
収入で全ての費用を賄うことはできないとい
う前提で運営されている。いわゆる運賃収支
率（費用に対する運賃収入の割合）は、フラ
ンスでは 20％から 40％であることが一般的
である。これは、公共交通は営利事業ではな
く公益に資するものであるという考え方のも
と、交通機関の運営にかかる費用については
受益者が広く負担するという考え方がコンセ
ンサスを得ているためである。そのため、交
通事業について責任を持つ主体は事業者でな
く行政側である。フランスでは交通機関は税
金を使って維持するものであり、また交通政

策は各交通機関を総合して行われるものであ
る。
　1980 年代以降、フランスでは広い政策分
野全般において地方分権化が進められてきた
が、これは交通も例外ではない。公共交通に
ついては地方鉄道は州（Region）、県内バス
は県（Departement）、都市内交通はコミュー
ン（Commune：日本の市町村に相当）に権
限が順次委譲されてきている。
　フランスの地方制度は上記の 3 層構造であ
り、州、県、コミューンの順に規模が小さく
なる。ただし、コミューンは日本と異なり広
域合併が進んでおらず、3 万以上が現存し人
口も小さいところは 100 人程度である。小規
模なコミューンについては自力で全ての事務
を担当するのは非効率であると考えられてお
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はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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地方分権のあゆみと
これからの地方自治
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り、政策分野によって広域連合や事務組合を
設立しそちらに任せる方法がとられることが
多い。広域で複数コミューンが協力するこう
した制度は EPCI（Établissement Public de 
Coopération Intercommunale：コミューン間
協力機関）と呼ばれており、連合・組合を設
立するかどうかやどのような形式とするかは
各地域の意思に委ねられている。
　フランスの地方都市では、都市内交通政策
は単独コミューンではなく広域連合が担当す
ることが一般的であり、実際にほとんどの都
市圏で広域連合が交通政策を担っている。州
や県と異なり、都市内交通については各都市
圏に独自財源があり、交通政策の実現を担
保する重要な制度となっている。この制度
は VT（Versement Transport）といい、日
本では「交通税」あるいは「交通負担金」と
いう名称で紹介されている。この VT は、都
市圏内に立地する一定規模以上の企業等の、
従業員の給与総額に対して課税するものであ
る。法人税等と異なり赤字の企業や各種法人
も負担する外形標準課税の形式をとってお
り、日本でいえば各従業員が慣例的に受け
取っている通勤交通費が行政の収入となって
いると考えると理解しやすい。
　こうした枠組みは、1982 年の政権交代
でミッテランが大統領となった際に検討が
始められ翌年に制定された国内交通基本
法（Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 
d’Orientation des Transports Intérieurs：
LOTI）によって定められているところが多
い。この LOTI では、「交通権」（「移動権」
とも）が明文化されており、国民の交通に関
わる権利（自由に移動できる権利等）が実現
するよう行政側が尽力しなければならないと
いうことになっている。その他にも、都市内
交通の計画を立てる際には計画目標として自
動車交通の削減が入っている必要があること

が明記されている等、国としての交通政策の
方針が明記されている。LOTI は現在では、
2010 年に取りまとめられた交通法典（Codex 
des Transports）の一部分となっているが、
基本的な方針は現在も変わらない。

1.2　フランスの交通政策における軌道系交
通の位置づけ

　このように、フランスでは交通政策はマル
チモーダルで考えられているが、その中で軌
道系の交通は環境政策上重要な位置づけと
なっている。つまり、2015 年制定のパリ協
定に則り、温室効果ガスの削減に取り組むに
あたって、従来型の自動車交通を削減するこ
とが必須事項となっており、そのための方法
として電気自動車や自転車による移動の推進
とともに鉄道および路面電車といった軌道系
の交通機関の利便性を高めることについては
国民的なコンセンサスが得られていると考え
られる。赤字であっても公共交通のサービス
を低下させず、新規の施設整備を継続的に進
めている背景には、先に述べた交通権の実現
という目的の他に、この環境対応という大き
な政策目標がある。
　サルコジ大統領時代の環境グルネルでは、
こうした環境対応のための政策として、公共
交通関係ではカーシェアリングや自転車の利
用を促進するだけでなくトラム（新型路面電
車）の路線を新規に 1500km 整備することが
謳われ、そのために見込まれる費用 180 億
ユーロのうち、中央政府が 40 億ユーロを負
担することが明記されていた。また長距離交
通においては、航空および自動車の代替交通
手段として高速鉄道路線を 2000km 整備する
こととされ、それに加えて 2500km の路線延
長を検討することとなっていた。
　なおフランスはよく知られているように原
子力発電が普及しており、電気で走る交通機
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関については温室効果ガスを増加させること
がほとんどない。軌道系交通に限らず電気で
動く交通機関の普及を推進するのはこの点に
因るところが大きい。

1.3　地方政府と事業者の関係
　先に述べたように、フランスの交通政策に
おいては全ての交通手段について地方政府が
責任を負うこととなっている。地方政府の役
割は、EU からの指令およびフランスの国内
法に則って交通政策を進めることであり、事
業者に委ねるべき部分については適切な事業
者に委託することとなる。
　フランスの交通政策における地方政府と事
業者の関係は他国のそれとやや異なってお
り、一都市圏に一事業者が対応している。つ
まり、都市圏内の交通事業は一つの事業者が
独占的に行うのが原則である。これは、事業
者間の競争はもちろん必要であるが、それは
実際のオペレーションの段階ではなく、入札
の段階で行われるべきであるという考え方に
基づいている。
　ただ、これまでは多くの都市圏で慣例的に
長期間の契約が結ばれており、車両や施設な
どの所有・維持管理者も定まっておらず、し
たがって実際には競争が成立していない状況
にあった。現在はこの状況を改善する途上に
あり、特に車両については原則として地方政
府の側で所有する形式とし、オペレーション
を担当する事業者の交代がスムースに進むよ
うにするための準備が進められている。

1.4　事業従事者の確保の現状と課題
　フランスの労使関係については、日本と比
べると労働側の力が強くストライキが頻繁に
起こっていることなどはよく知られている。
こうしたことは労働者の権利と一般に認識さ
れており、それを背景に、フランスにおける

労働者の待遇は日本よりもはるかによいと考
えられる。
　フランスの労働者採用では日本のような新
卒一括採用のような慣行がなく、通年で欠員
の補充を行うのが一般的である。交通事業で
もこれは例外でない。人事情報から、いつ何
人くらいの欠員が生じるかは予め判明してい
るので、その時期に合わせて必要な人員を確
保するという方法で採用を行っている。
　なお、運転士などの実際にオペレーション
に携わる労働者については、事業者が交代し
たとしても解雇となったり別の都市に異動さ
せられるということはなく、引き続きその都
市に留まって運転業務を継続する。これは、
オペレーションは練度の高い技術であり、運
転士が一斉に交代するということができない
ためである。したがって、フランスにおける
都市交通事業者の交代に際しては、経営陣の
み交代し運転士等の現場の職員は引き続きそ
れまでと変わらない業務に従事することとな
る。

1.5　交通に対する国等からの補助・助成に
ついて

　これまで見てきたようにフランスにおける
交通政策は税金を使って維持するものとなっ
ているが、我々が想像する以上に国から地方
への直接の補助は行われていない。フランス
の地方分権では、欧州で普及している補完性
の原則に則り、交通政策でも市町村内で収ま
る交通は市町村内で、県内で収まる交通は県
内で、州内で収まる交通は州内でそれぞれ対
応し、国はその範囲を超えた長距離の幹線交
通にのみ関わることになっている。そのため、
地方政府の交通関連予算における国の補助は
数パーセントとごくわずかに留まる。
　また地方政府自身の一般会計から交通政策
への補助についても、交通政策に関係する財
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１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行
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である。これらの意味については、今さら解
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にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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が各 AOTU に義務づけられており、この計画
を PDU（Plan de Déplacements Urbains・都
市圏交通計画）という。PDU はどのような内
容のものでもよいようなものではなく、LOTI（交
通法典）で自動車交通の削減が最大の目的と
明記されている。

2.2　AOTUの役割
　交通法典に記されている、AOTU の主な
役割は以下の通りである。
・都市交通に関連した社会資本の整備・運営
・交通活動の規制措置とその適用
・交通システムに関する情報提供
・年度毎の都市交通政策の策定（公共交通運

営企業の選択・契約関係、公共交通各路線
の運行間隔、車両の種類、運営技術、国に
よる枠組みと整合的に決定された運賃シス
テム制度等）

・PDU の策定
・都市交通ネットワークの整備・運営に関す

る資金調達・投資に関する手続きの決定
　つまり公共交通・道路交通を問わず、都市
圏内の全ての交通に関する計画・整備・運営・
財政等あらゆる面での施策を実施する責任を
負っている。行政の一部門であるため、計画
の策定や予算の施行に際しては、議会の承認
を必要とする。
　こうした行政部門が存在することにより、
特に公共交通サービスの維持に関する責任は
公共側が持つこととなっている。そして、実
際の公共交通サービスを担当する事業者と
は、官民パートナーシップの考え方に基づき、
契約関係で結ばれている。AOTU が直接に
公共交通サービスを提供する場合もあるが、
事例は少ない。

2.3　コミューンとEPCI
　都市交通政策を担う EPCI には、以下で紹

介する 7 つの形態がある。これらの大きな違
いは、独自財源があるかどうかにあり、こ
こでは独自財源のあるメトロポール、CU、
CA、CC を連合型、独自財源のない SIVU、
SIVOM、混合型組合を組合型と呼ぶことと
する。組合型の EPCI は、構成コミューンか
らの分担金などで必要な財源をまかなう。

2.4　連合型 EPCI
　都市交通を担当する EPCI のうち、連合型
には 4 種存在する。
　近年のフランス地方自治の文脈でよくみ
られるメトロポール（Métropole）は、EPCI
の中で最も新しく 2010 年に制度創設された
ものである。その後、2014 年の制度改訂で「一
般法メトロポール」という新たな制度に移行
した。人口 65 万人以上の都市圏の中で、州
都を含み 40 万人以上の圏域となる場合にメ
トロポールとなることができることとなって
おり、2018 年の統計ではフランス全土で 21
件存在している。
　メトロポールには 6 分野にわたる幅広い義
務的事務・権限があり、その中に交通政策も
含まれている。つまり、メトロポールが組織
されている地域では交通政策は必ずメトロ
ポールが担当することになる。
　 大 都 市 共 同 体（CU・Communautés 
Urbains）は、対象地域のコミューン全体の
人口が 50 万人以上でかつ地理的に連続して

表 1　EPCI の各形態の総数（2018）

メトロポール（Métropole） 21
大都市共同体（CU） 11
都市圏共同体（CA） 222
コミューン共同体（CC） 1,009
SIVU 6,714
SIVOM 1,010
混合型組合 2,719

出典：DGCL（2018）2）を参考に筆者作成

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス

Copyright 2018 The Authors, Copyright 2018 Japan Municipal Rcsearch Center. All Rights Reserved.



44 都市とガバナンス 30

まちづくりの新展開－公共交通政策の連携－

いる場合に採用することができる形態であ
る。
　CU の義務的事業は、都市計画に関する
プランニングと管理、ZAC（整備協議地区）
の指定、経済発展、都市近代化、学校、消防、
中学校・高校、上下水道・ゴミ処理、屠殺場・
国立の市場、墓地・死体焼却炉、道路・信号
整備、駐車場、都市内旅客交通、社会的住宅
政策、都市政策（都市社会開発）、環境保護（廃
棄物のリサイクル、大気汚染・騒音公害への
対策）であり、多岐にわたるが、逆に、義務
的事業以外のことはできない。
　CU は大規模な都市圏に対応した制度であ
り、ストラスブールやボルドーなどの大規模
な都市圏において採用されていたが、上記の
一般化メトロポール制度の創設以降、メトロ
ポールへと組織形態を変更する都市圏が相次
いでいる。
　 都 市 圏 共 同 体（CA・Communautés 
d’Agglomération）は、1999 年の法律改正以
後、飛び地がなく一つの地域を形成し 5 万人
以上の人口を持ち、中心部に 1 万 5000 以上
の人口がある都市圏において形成することが
できるようになった形態である。CA は、都
市地域におけるコミューンどうしの協力を強
化することを目的として制定された。
　都市圏共同体の義務的な責任は、経済発
展、都市交通を含む領域整備、住宅政策、都
市政策と、「道路・駐車、下水処理、環境保護、
文化・スポーツ施設の整備・維持・管理」の
うち少なくとも 3 政策である。
　コミューン共同体（CC・Communautés 
de Communes）は 1992 年に制度創設された。
飛び地がなければ、人口に関する条件なく組
織することができる。最低 3 つの政策を担当
する義務があり、そのうち 2 つは限定されて
いて、領域整備と経済発展である。CC は都
市化していない地域に適しており、そのため

都市交通に関する政策は行っても行わなくて
もよい。
　コミューン共同体の義務的な責任は、領域
整備と共同体全体の経済発展と、「環境保護、
住宅政策、道路整備・開発・管理、文化・ス
ポーツ・教育施設の整備・開発・管理」のう
ちのいずれか 1 分野である。もちろんこれら
以外にも、都市交通のような他の政策を行う
ことも可能である。

2.5　組合型 EPCI
　組合型の EPCI は、その大半がコミューン
組合（SIVU、SIVOM）である。これは連合
型よりも歴史の長い形態であり、コミューン
に課される制約が最も少ないのが特徴であ
る。大きな特徴としては、連合を組むコミュー
ンどうしが必ずしも隣接している必要がない
ことが挙げられる。単一の政策のみを担当す
る場合は SIVU（Syndicats Intercommunaux 
à Vocation Unique）、複数の政策を担当する
場合は SIVOM（Syndicats Intercommunaux 
à VOcation Multiple）という。
　当初の役割は、水道・電気等の公益事業、
生活環境の維持、そしてコミューン単独では
整備できないような、公共交通やスポーツ等
に関する施設を整備することにあった。その
後、土地使用計画や文化的な活動、環境保護
等にその役割が広がっていった。
　また組合型には、混合型組合（Syndicats 
Mixtes）というものがある。レベルの異な
る地方政府どうし（州・県間、県・コミュー
ン間）の協力形態である。この混合型組合は、
最低 5 万人の人口を持ち、主に都市部で 1 万
5000 人以上の人口を持つ 1 つ以上の中心部
がなければならない。

2.6　EPCI の動向
　EPCI は、合併が進まず十分な行政能力を

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス

Copyright 2018 The Authors, Copyright 2018 Japan Municipal Rcsearch Center. All Rights Reserved.



45都市とガバナンス 30

フランスの都市交通政策にみる主体間連携の制度的支援
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況であるが、先の GART による調査による
と、民間企業と契約している 177AOTU の
うち固定拠出契約を採用しているのが全体の
77％、固定料金契約が 9％、業務委託が 5％、

管理人契約が 2％、そして経営委託が 4％、
事業特許が 3％となっている。
　全体の 7 割以上を占める固定拠出契約は、
上下分離を行った上で公共交通サービスの運
営を事業者に委託する方法である。補助の金
額は予め想定された年間の赤字額相当程度に
定めておき、事業状況がどうであっても年間
の補助額は変化させない。事業者にとっての
収益は LRT やバスの運行による運賃収入と
補助金の合計であり、運賃収入が多ければ黒
字も増える。つまり、補助金なしでは赤字運
営になってしまう地域において、経営が成り
立つ程度まで補助をすることで、コスト削減
だけでなくサービスの向上も含めた効率的な
運営を行うインセンティブを事業者に与える
方法であるといえる。

表 2 　フランスにおける官民間契約の類型

投　資 運賃収入 運行費 概　　要

管理人契約
（Gérance） AOTU AOTU AOTU

AOTU 側が全てのリスクを負い、
事業者は契約に従って日常的な運
営・管理業務のみを行う。

業務委託
（Régie intéressée） AOTU AOTU AOTU

管理人契約とほぼ同じだが、事業
成績に応じてボーナスが得られる
仕組みが加わる。

経営委託
（Affermage） AOTU 事業者 事業者

AOTU は施設の建設を行い、事業
者はそれをリースして事業を行う。
補助額は契約時に定められた一定
額であり、事業状況がよければ利
益を出せる。

事業特許
（Concession） 事業者 事業者 事業者

施設の建設、管理、運営等につい
て全ての責任を事業者側が持つ契
約方式である。補助額は経営委託
の場合と同様、契約時に定められ
た一定額となる。

固定料金契約
（Gestion à prix forfaitaire） AOTU AOTU 事業者

運賃収入は AOTU のものとなり、
補助額は契約時に定められた想定
総費用額となる。費用削減をする
と利益が出るが、運賃収入の増減
は事業者の利益と関係がない。

固定拠出契約
（Contribution financière 
forfaitaire）

AOTU 事業者 事業者
経営委託と同じ枠組みだが、施設
整備にかかるリスクは全て AOTU
の責任となる

出典：参考文献 6）をもとに筆者作成
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図 3　フランスの AOTU による契約形態

出典：GART（2015）1）をもとに筆者作成
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　この方式の採用にあたっては、行政側で適
切な水準の拠出額を設定する必要がある。そ
のためには行政側が交通事業者の費用構造や
いわゆる相場感を知っておかねばならず、素
人だけでこの方式を採用すると失敗しやす
い。
　経営委託や事業特許は、固定拠出契約よ
りも事業者側のリスクが大きい。事業者が
LRT などに関連する施設を借り受けるのが
経営委託、事業特許は施設整備まで全て事業
者が引き受けるものである。この両方式が合
わせて 7％程度に留まっているのは、これら
は大きな施設を伴う事業形態の場合に有効な
方式であるため、LRT などの大きな固定施
設を持たない都市圏はこうした契約を採用す
る必要がないためと思われる。
　なお全体の 1 割弱が採用している固定料金
契約は、運賃収入が AOTU のものとなるた
め、事業者側の経営効率化のための手段は費
用削減しかない。したがって固定拠出契約や
経営委託、事業特許とは大きく考え方が異な
り、業務委託や管理人契約に近い。
　業務委託および管理人委託は、わが国では
コミュニティバスなどで用いられることの多
い委託契約に相当するものである。この方式
は、民間事業者が努力して収入を増やすこと
ができないので、民間事業者のノウハウを活
用できる部分が著しく制限されてしまう。そ
のため、これらの方式はフランスではあまり
採用されていない。
　このように、フランスの都市交通における
契約は全体として民間事業者にサービス向上
のインセンティブを与えるものが全体の 8 割
以上に上り、旧来型の契約方法を採用する都
市圏は少数に留まっている。ちなみに青木・
湧口（2008）によれば、1970 年代には全て
旧来の管理人契約であったとされ、これが
80 年代に 60％、90 年代には 25％と急激に減

少したという。これは 1982 年の LOTI（国
内交通基本法）制定とその後の PDU（都市
圏交通計画）策定の普及、そして 1993 年の
サパン（Sapin）法の制定によって交通政策
の進め方が大きく変化したことの証左といえ
よう。
　なお車両の所有者は都市圏によって異
なる。車両については都市圏数でいうと
62％、車両の台数でみると 78％が AOTU 所
有となっている。中でも人口規模の大きい
AOTU ほど車両の保有は AOTU 側が行う傾
向が高くなっている。これは、AOTU 側が
車両を保有していないと入札において既存の
事業者が有利になってしまうためである。

４．実例による検討（ストラスブール）
　本節ではストラスブールを事例に、都市交
通政策について組織と契約の側面を中心に概
観したい。なお、ストラスブールにおけるこ
の 30 年ほどのトラム（新型路面電車）の整
備を伴う交通政策を中心とする都市の変容に
ついてはよく知られているところであるが、
本稿では紙幅の関係でその詳細には立ち入ら
ない。本節の内容は主に 2015 年 3 月に行っ
たヒアリング調査の結果に基づいている。ス
トラスブールの政策全般についてのより詳細
な情報は、参考文献 9）、10）を参照されたい。

4.1 ストラスブールにおける交通事業者と
の契約

　2018 年現在のストラスブールにおける行
政組織はメトロポール（Eurométropole de 
Strasbourg：EMS） だ が、 そ の 前 身 の ス
トラスブール大都市共同体（Communauté 
Urbaine de Strasbourg ：CUS） は、 ス ト
ラスブールで都市交通のオペレーション
を担当している第 3 セクター企業の CTS

（Compagnie des Transports Strasbourgeois）

はじめに

１９９０年代半ばから、地方分権の大きなうね

りが沸き起こった。１９９３年に衆参両院で地方

分権推進が決議されたことは象徴的な出来事

である。それから既に２５年近くが経過した。

この間、２０００年にはいわゆる地方分権一括法

が施行され、国と地方の関係が根本的に変わっ

たとも言われたし、我が国の地方自治は新し

い時代に入ったかのような空気が流れた。し

かし、一方で、制度面では地方分権が進んだ

ものの、自治体の意識や具体的な意思決定な

どにおいては、旧態依然ではないかという思

いも払拭できない。

そこで、この四半世紀におよぶ地方分権の

動きと、今後の展望を検討しておく。

１ 地方分権の風

戦後の我が国における大きな社会的、政治

的課題の１つが地方自治の確立であった。そ

の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。

◆ 巻 頭 論 文 ◆

地方分権のあゆみと
これからの地方自治

同志社大学政策学部教授 真山達志

1都市とガバナンス

Copyright 2018 The Authors, Copyright 2018 Japan Municipal Rcsearch Center. All Rights Reserved.



48 都市とガバナンス 30

まちづくりの新展開－公共交通政策の連携－

との間で、2020 年まで 30 年間の契約を締結
していた。かつてはこうした長期の契約が認
められていたのだが、近年は入札における競
争性を高める目的もあり長期にわたる契約を
新規に結ぶことはできないことになってい
る。他の都市圏の事例としては、一般的には
7 ～ 8 年程度の契約期間となっている場合が
多い。
　したがって、今後 2020 年に EMS が入札
を実施する予定である。CTS も応札すると
思われるが、他の事業者が落札する可能性も
ある。ストラスブールの公共交通は長年にわ
たり CTS が担ってきたため、もし他の事業
者に変更となれば生活面にも多少の影響が出
るかもしれない。ただ、仮に事業者が交代し
ても、先述のように運転士等の現業の職員は
他に移らず、引き続き従事するのが一般的で
ある。
　こうした形態とするのは、CTS 単体で黒
字運営をすることは不可能だからである。公
共交通に関わる各種の投資や運営における赤
字分を補填することなどは、オペレーション
を担当する事業者ではなく、都市政策の責任
を持つ行政側の役割である。

4.2　ストラスブールにおける軌道系路線開
発の特徴

　ストラスブールでは、ほとんど開発されて
いなかった地域（エピ島 Île aux Épis）にト
ラム（D 線のドイツ方面への延伸部分）を
敷設し、その沿線に住宅を誘致する計画（約
40km²）があり、実際に 2017 年に開業して
いる。従来の路線計画は市街地にトラム路線
を敷設し利便性の向上と集客を図るものが一
般的で、この D 線のような計画はストラス
ブールでも初の試みである。
　ストラスブールではこうした公共交通を重
視する都市政策に舵を切ってから人口増加が

続いている。近年では都市圏全体として、年
間 2,500 戸（戸建て・集合住宅。棟ではなく戸）
増加している。１世帯の平均人口が 2.4 人で
あるため、単純計算で 1 年に 5,000 人以上新
規居住者が増えていることになる。
　ストラスブール・ユーロメトロポールのポ
リシーとして、条例により、土地利用計画で
新規建設住宅の 25% を低中所得者用とする
ことを定めており、また宅地開発に当たって
は、入居時期の分散化による高齢化抑制策等
は行われていない。
　こうしたことが実現する背景としては、都
市計画による宅地化のコントロールがある程

写真 1：2015 年工事中
（2015 年当時は、エピ島でトラムの延伸工事の真っ
最中であった）

写真 2：2017 年開業後
（その後、2017 年末の段階では既にトラムが開業し
ており、橋を渡ってくるトラム車両をドイツ側から
撮影することができた）
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の典型が地方自治法の制定である。同法施行

から７０年の歳月が流れた。この間、分権を進

める動きと集権化に向かう動きが繰り返され

てきたが、１９９０年代半ばからの分権化の流れ

は、地方自治の歴史で特筆すべき出来事であっ

た。なぜなら、政財界も学界もこぞって地方

分権の推進を唱え、日本中に地方分権の風が

吹いたからである。

（１）地方分権が進められた背景

９０年代に地方分権が推進された背景として、

一般的に通用している見解は、当時の「地方

分権推進委員会」が示した次の５点であろう１。

すなわち、�中央集権型行政システムの制度
疲労、�変動する国際社会への対応、�東京
一極集中の是正、�個性豊かな地域社会の形
成、そして�高齢社会・少子化社会への対応
である。これらの意味については、今さら解

説する必要はないだろう。そして、筆者もこ

地方分権一括法の施行に見られるように、１９９０年代以降、地方分権が推進されてきた。都市自治体

にも、地域の実情に合った政策を形成し、実施することがますます期待されている。地方自治法施行

から７０年という節目に当たり、これまでの地方分権のあゆみとこれからの地方自治について、自治体

の政策形成能力という観点から論じる。

１ 地方分権推進委員会『中間報告－分権型社会の創造－』１９９６年参照。
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フランスの都市交通政策にみる主体間連携の制度的支援

度実効性があることの影響も大きいが、それ
よりも、公共交通の整備・運営方針として黒
字化ということが念頭になく、税収を活用し
ながら都市政策の実現に向けて有効な手段と
して公共交通の魅力を向上させているという
ことが重要である。わが国での公共交通に関
わる議論では、黒字で運営できるかどうかや
税金の無駄遣いかどうか、あるいは国による
支援の拡充が不可欠、といったことが論じら
れることが多いが、フランスにおける事例と
対比すると論点がずれている感が否めない。
　そして、整備すると決定したら数年のうち
に工事を完了させ営業運転に入るスピード感
もフランスの政策の大きな特徴であろう。

５．フランスの都市交通関係制度からの示唆
　以上、フランスの都市交通運営に関わる関
係主体が協力する制度の概要を駆け足で概観
した。フランスの近年の都市交通政策に関わ
る経緯を見ると、以下のようなことがいえそ
うである。
・複数の基礎自治体が協力することで優れた

政策を実現することが可能になる
・自治体間の協力の形態は、課税権のない組

合型から課税権のある連合型へと移行しつ
つある

・地域の問題は地域自ら解決策を検討し、そ
の実現に必要な費用も地域自ら負担する

・政策実施や費用負担に関わる意思決定も、
国でなく自治体レベルで行う

・都市交通の運営に関しては、自治体自らオ
ペレーションには携わらず、その道のプロ
フェッショナルたる交通事業者に委ねる

・自治体と交通事業者の間の契約は、かつて
は事業者側に効率化インセンティブが働か
ないタイプのものが多かったが、現在は民
間事業者のノウハウを活用できる内容のも
のが多くなっている

・「固定拠出契約」では、拠出額を固定する
ことで自治体側のリスクを抑えつつ、頑張
れば利益が出るということで事業者側も努
力のしがいがある

・民間事業者に永続的な事業運営を認めるの
ではなく、入札で複数事業者が競争できる
環境づくりを進めている

・交通関連の施設や車両は行政側が所有する
ことが一般的になりつつある

・都市政策の中に交通事業が組み込まれてい
るので、社会政策の色彩を含む路線設定も
可能になる

　列挙すると、いずれもわが国の実態とは大
きく異なるといえる。しかしその根幹にある
のは、公共交通を営利事業と考えるかそうで
ないかの違いである。わが国もそろそろこの
点で大きな転換が迫られているのではないだ
ろうか。民間事業者だけが交通事業の責任を
取るというのは、既にわが国以外では現実味
のない考え方となっている。
　そうした転換のためには、本質的な地方分
権が必要ということも併せていえそうであ
る。各地方固有の問題を、それぞれの責任で
解決していくためには、国に頼らず自助努力
で政策を実現できるような自治体の強化が不
可欠である。
　フランスの都市交通における事例は、わが
国がこれから進むべき道を指示しているのか
もしれない。外国の事例を「日本とは関係な
い」などと否定せず、良いところを取り入れ
るつもりで肯定的に受け止めることも必要で
はないかと筆者は考えている。
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